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１ 募集の概要 

八千代市（以下「市」という。）は，①八千代総合運動公園市民体育館，

②八千代総合運動公園野球場，③八千代総合運動公園庭球場，④萱田地区

公園野球場，⑤萱田地区公園庭球場，⑥村上第１公園庭球場（以下「有料

公園施設」という。）及び八千代市総合グラウンド（以下「総合グラウン

ド」という。）の効率的・効果的な管理運営を行うことで，市民サービス

の向上と経費の節減等を図るため，地方自治法第２４４条の２及び八千代

市都市公園条例並びに，八千代市総合グラウンドの設置及び管理に関する

条例の規定により，有料公園施設及び総合グラウンドの指定管理者の募集

を実施します。なお，募集は非公募といたします。  

 

２ 施設の基本方針 

⑴ 設置目的  

近年，健康・体力への関心が高まる中，スポーツに対するニーズは多

様化する傾向にあり，生涯にわたってそれぞれの年齢や体力に応じたス

ポーツ活動を行うことができる環境づくりが必要となっています。有料

公園施設及び総合グラウンドは，市民スポーツの中核施設として，スポ

ーツやレクリエーションの普及振興を図り，市民の体力向上，健康増進，

明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的として設置されて

います。  

⑵ 管理運営方針  

有料公園施設及び総合グラウンドの設置目的を達成するため，指定管

理者は以下の方針に基づき管理運営を行うものとします。  

① 利用者が安全で快適に利用できるよう適正な管理運営を行うこと。 

② 利用者等の多様なニーズに応え，質の高いサービスを提供すること。 

③ 費用対効果の高い効率的・効果的な管理運営を行うこと。  

④ 関係法令等を遵守すること。  
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３ 施設の概要 

 

４ 管理の基準 

指定管理者が行う管理の基準は，以下のとおりとします。詳細について

は，別紙２「八千代市有料公園施設及び八千代市総合グラウンド管理運営

仕様書（以下「仕様書」という。）」を参照してください。  

⑴ 休業日  

各施設の休業日は，仕様書のとおりとします。  

 ⑵ 開設時間  

   各施設の開設時間は，仕様書のとおりとします。  

⑶ 施設の利用許可等  

指定管理者は，八千代市都市公園条例及び八千代市総合グラウンドの

設置及び管理に関する条例の規定により，市長又は教育長に代わって，

有料公園施設及び総合グラウンドの利用を許可し，あるいは，許可しな

いものとします。また，許可を受けた者について，その許可を取り消し，

又は許可に係る利用を制限することができるものとします。  

所在地 面積 施設内容 年間利用者数

市民体育館 萱田1220
敷地面積 8,976.91㎡
延床面積 7,497.36㎡

事務室，更衣室，主体育室，
小体育室，柔道場，剣道場，
弓道場，トレーニングルーム

141,372人（令和元年度）
 97,408人（令和2年度）
116,874人（令和3年度）

野球場 萱田1262
敷地面積 12,240㎡
延床面積 2,733㎡

野球場
 12,999人（令和元年度）
  6,498人（令和2年度）
  8,525人（令和3年度）

萱田1262 敷地面積 1,160㎡ 人工芝コート2面

萱田1224 敷地面積 5,864㎡ ハードコート8面

野球場 ゆりのき台3-8-1 敷地面積 8,150㎡ 野球場
  5,641人（令和元年度）
  3,521人（令和2年度）
  4,611人（令和3年度）

庭球場 ゆりのき台3-8-1 敷地面積 1,300㎡ ハードコート2面
  8,005人（令和元年度）
  6,891人（令和2年度）
  8,924人（令和3年度）

村上第１公園 庭球場 村上1055-5 敷地面積 2,414㎡ 人工芝コート3面
 17,528人（令和元年度）
 15,107人（令和2年度）
 18,320人（令和3年度）

村上2413
敷地面積 25,419㎡
延床面積 1,731.96㎡

管理棟，別棟，倉庫棟，
トラック，インフィールド，
夜間照明灯

 59,033人（令和元年度）
 39,028人（令和2年度）
 43,784人（令和3年度）

※　詳細については別紙１及び仕様書別添４を参照のこと。

※　市民体育館では水曜日，総合グラウンドでは月曜日を個人利用日としている。（団体受付不可）

 47,840人（令和元年度）
 44,236人（令和2年度）
 52,275人（令和3年度）

萱田地区公園

八千代市総合グラウンド

施設名

八千代市有
料公園施設

八千代市総合
運動公園

庭球場



3 

なお，指定管理者が有料公園施設及び総合グラウンドの利用者に対し

て行う許可その他の処分には，八千代市行政手続条例の規定が適用され

ますので留意してください。  

⑷ 情報公開の取扱い  

有料公園施設及び総合グラウンドの管理運営を行うに当たって取得

又は作成した情報については，八千代市情報公開条例の規定を参考に適

正に取り扱ってください。  

 ⑸ 個人情報の取扱い  

有料公園施設及び総合グラウンドの管理運営を行うに当たって取得

した個人情報の取扱いについては，個人情報の保護に関する法律及び八

千代市個人情報保護条例の規定を遵守してください。  

⑹ 関係法令等の遵守  

有料公園施設及び総合グラウンドの管理運営を行うに当たって，仕様

書に定める関係法令等の規定を遵守してください。  

 

５ 業務の範囲 

指定管理者が行う業務の範囲は，以下のとおりとします。詳細について

は，仕様書を参照してください。  

⑴ 運営業務  

・ スポーツ及びレクリエーションの推進に関する業務  

・ 施設及び設備の提供に関する業務  

・ 施設の利用許可に関する業務  

・ 施設の使用料収納に関する業務  

 ⑵ 管理業務  

・ 施設及び設備の維持管理に関する業務  

 ⑶ その他の業務  

  ・  その他市長又は教育長が施設の管理運営上必要と認める業務  
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⑷ 自主事業  

指定管理者は，有料公園施設及び総合グラウンドを利用して，有料公

園施設及び総合グラウンドの利用を阻害しない範囲で自らの提案によ

る事業を実施し，自らの収入とすることができます。  

  ・  スポーツ及びレクリエーションに関する自主事業  

   ・ その他自主事業  

 

６ 指定の期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間）  

指定の期間は，指定管理者指定の議決の際に確定します。また，指定管

理者として業務を継続することが適当でないと認めるときは，期間内であ

っても指定を取消すことがあります。  

 

７ 管理運営リスク 

有料公園施設及び総合グラウンドの管理運営を行うに当たって想定さ

れるリスクについては，別紙３「八千代市有料公園施設及び八千代市総合

グラウンドリスク分担表」のとおり負担することとし，また，自ら事業を

行うに当たり生じるリスクは，指定管理者が負担することとします。  

なお，別紙３の定めに疑義がある場合又は定めのないリスクが生じた場

合には，別途市と協議するものとします。  

 

８ 管理運営費 

⑴ 指定管理料（上限額）  

指定の期間の指定管理料の上限額は，次のとおりとします。この額を

参考として，指定期間中の収支予算計画を作成するものとします。  

合計 ５０６，３４７，６６９円（税抜）  

（内訳） 令和５年度   ９９，１６８，０２０円  

令和６年度  １０１，０２９，６４９円  
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令和７年度  １００，７８９，６２２円  

令和８年度  １０２，８０２，６４１円  

令和９年度  １０２，５５７，７３７円  

 

⑵ 指定管理料の支払方法  

指定管理料の支払方法は，協定に定めるものとします。  

⑶ 指定管理料の内訳  

① 人件費  

② 物件費  

③ その他費用  

④ 修繕費  

⑷ 管理口座  

管理運営業務に係る収入及び支出は，専用の管理口座を設け，経理す

るものとします。  

 

９ 募集・選定等スケジュール 

項  目  時  期  

募集要項配布開始  令和４年８月１日  

設計図面等閲覧期間  令和４年８月１日から令和４年８月３１日まで  

現地説明会申込期間  令和４年８月１日から令和４年８月１０日まで  

現地説明会開催  令和４年８月１５日  

質問受付期間  令和４年８月１日から令和４年８月１７日まで  

質問回答  令和４年８月２４日  

申請受付期間  令和４年８月２５日から令和４年８月３１日まで  

指定管理者選定委員会開催  令和４年９月下旬  

審査結果通知  令和４年１０月上旬  

指定管理者指定  令和４年１１月中  

（令和４年八千代市議会第４回定例会）  
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協定締結  令和５年１月から３月中  

管理運営開始  令和５年４月１日  

 

 

10 申請者の資格 

 ⑴ 申請資格  

  ①  指定管理者の申請ができる者は，法人その他団体（以下「法人等」

という。）又は複数の法人等が共同して構成する団体（以下「共同企

業体」という。）であることとします。  

  ②  過去５年以内に，本施設に類似したスポーツ施設において指定管理

業務の経験実績があること。  

 ⑵ 欠格事項  

   以下のいずれかに該当する法人等又は共同企業体は申請できません。 

   なお，共同企業体については，共同企業体を構成する法人等（以下「構

成員」という。）が以下のいずれにも該当しないことが条件となります。  

  ①  当該法人等の責めに帰すべき事由により市又は他の地方公共団体

から指定管理者の指定を取り消され，その取消しの日から５年を経過

しない法人等  

  ②  別紙４「指定管理者制度における暴力団排除に関する合意書」第１

条第１項各号のいずれかに該当する法人等  

  ③  破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人  

④  法人等の役員等（法人でない団体にあっては，当該団体の代表者）

のうち以下のいずれかに該当する者がある法人等  

 ア  公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する行為能力

を有しない者  

 イ 破産者で復権を得ない者  

 ウ 市税等の滞納がある者  

 エ 指定管理者の指定の手続において，その公正な手続を妨げた者又

は不正の利益を得るために連合した者  
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 オ 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を

受けることがなくなるまでの者  

 カ 市において懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から５年を経過

しない者  

⑤ 国税，県税，市町村民税に滞納がある法人等  

 

11 指定管理者の募集 

 ⑴ 募集要項等の配布  

市ホームページ（http://www.city.yachiyo.chiba.jp/）に掲載，及び八

千代市教育委員会文化・スポーツ課（以下「１８  問い合わせ先」とし

ます。）で配布します。  

 ⑵ 設計図面等の閲覧  

    令和４年８月１日から令和４年８月３１日までの期間，「１８  問い

合わせ先」で有料公園施設及び総合グラウンドの図面を閲覧することが

できます。  

⑶ 現地説明会の申込み  

様式１「現地説明会参加申込書」を，「１８  問い合わせ先」記載の

メールアドレスに令和４年８月１０日午後５時までに送信してくださ

い。受付完了後，令和４年８月１０日中に返信します。返信がない場合

は，「１８  問い合わせ先」記載の電話番号まで連絡してください。  

⑷ 質問の受付・回答  

令和４年８月１日から８月１７日までの期間に，様式２「質問書」を

「１８  問い合わせ先」記載のメールアドレスまで送信してください。

また，件名は「有料公園施設及び総合グラウンド指定管理者質問」とし

てください。回答は令和４年８月２４日に市のホームページに掲載いた

します。  

   なお，電話による質問は受け付けません。  
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 ⑸ 申請の受付  

令和４年８月２５日から８月３１日まで  

※「１８ 問い合わせ先」記載の受付日時とします。  

⑹ 申請書類  

申請に当たっては，次の①～⑲の書類を１２部（正本１部，副本１１

部）提出してください。  

① 八千代市有料公園施設指定管理者指定申請書（八千代市都市公園条

例施行規則）  

② 八千代市総合グラウンド指定管理者指定申請書（八千代市総合グラ

ウンドの設置及び管理に関する条例施行規則）  

③  八千代市有料公園施設及び八千代市総合グラウンド指定管理者指

定申請書添付書類一覧（様式３）  

④ 誓約書（様式４）  

⑤ 個人情報外部提供同意書（様式５）   

⑥ 団体概要書（様式６）  

⑦ 定款，寄附行為，規約又はこれらに類する書類  

⑧ 役員名簿  

⑨ 法人登記事項証明書（※代表者の身分証明書）  

⑩ 印鑑証明書※  

⑪  申請の日の属する事業年度の事業計画書及び前事業年度の事業報

告書その他団体の業務内容・実績を明らかにする書類  

⑫ 申請の日の属する事業年度の前３事業年度の貸借対照表，収支決算

書その他団体の財務状況を明らかにする書類  

⑬ 国税，県税，市町村税の各納税証明書※  

⑭ 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類  

⑮ 健康保険及び厚生年金保険に加入していることを証する書類  

⑯ 雇用保険に加入していることを証する書類  

⑰ 資格を有することを証する書類  

⑱ 事業計画書（様式７）  
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⑲ 収支予算書（様式８）  

共同企業体による申請の場合は，①から⑲までの書類に加え，以下の

書類を提出してください。  

⑳ 共同企業体届出書（様式９）  

㉑ 共同企業体協定書  

なお，共同企業体による申請の場合は，以下の事項に留意してくださ

い。  

ア 構成員ごとに④から⑰までの書類を提出してください。  

イ 共同企業体の名称を設定してください。「八千代市有料公園施設」

「八千代市総合グラウンド」は使用不可。  

ウ 共同企業体の代表者を選定してください。  

エ  様式９関係書類「共同企業体協定書（例）」を参照のうえ，役割

や業務分担等について，構成員の間で協定を締結してください。  

※ 公的機関が発行する証明書については，申請日以前３か月以内に

発行されたものを添付してください。  

⑺ 申請書類の取扱い  

① 申請書類は，理由の如何にかかわらず返却しません。  

② 申請書類について，八千代市情報公開条例に基づき開示請求があっ

た場合は，同条例に定める不開示情報を除き開示します。  

また，市は必要に応じて申請書類の全部又は一部を公表できるもの

とします。  

③ 申請書類の著作権は，申請者に帰属します。  

ただし，市は必要に応じて申請書類の全部又は一部を無償で使用又

は複写できるものとします。  

④ 申請書類は，市が必要と認めるものを除き，申請受付後に変更する

ことはできません。  

 ⑻ 申請の方法  

   申請に当たっては，「申請書類の提出に当たっての留意事項」を参照

してください。  
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 ⑼ 注意事項  

① 市が必要と認める場合は，追加書類の提出を求め，又はヒアリング

を実施することがあります。  

② 申請に際して不正行為を行った場合，申請書類に虚偽があった場合

又は「１０  申請者の資格 ⑵  欠格事項」のいずれかに該当している

ことが判明した場合は失格とします。  

③ 申請受付後に辞退する場合は，様式１０「辞退届」を提出してくだ

さい。  

④ 申請に係る費用は，全て申請者の負担とします。  

⑤ 申請者又はその関係者が，本件申請について，自己の有利になる目

的のため，八千代市教育委員会所管施設指定管理者選考委員会（以下

「選考委員会」という。）の委員，市，市の関係職員又は他の申請者

等に接触することを禁止します。なお，接触の事実が認められた場合

は，失格となることがあります。  

 

12 指定管理者候補者の選定 

⑴ 審査方法  

  選考委員会において，審査基準に基づき指定管理者候補者としての

適否を審査します。申請者である法人等の代表者等に，選考委員会に

おいてプレゼンテーションを行っていただき，委員からの質問に対し

て代表者等に回答していただきます。市は，選考委員会の審査した結

果に基づき，指定管理者候補者として選定します。  

※ 選考委員会の開催日時及び場所は，後日連絡します。  

⑵ 審査基準  

別紙５「八千代市有料公園施設及び八千代市総合グラウンド指定管理

者審査基準」のとおりとします。  

なお，共同企業体による申請の場合は，別紙６「共同企業体審査基準」

に基づく選定も行います。  
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⑶ 審査結果  

審査結果は，各申請者に文書で通知します。また，市のホームペー

ジ及び市役所掲示板で公表します。  

 

13 指定管理者の指定 

指定管理者の指定は，有料公園施設及び総合グラウンドの指定管理者に

指定する議案として令和４年八千代市議会第４回定例会に上程します。  

 

14 協定の締結 

指定管理者の指定後，市と指定管理者との間で協議を行い，有料公園施

設及び総合グラウンドの管理運営に必要な事項を定めるため，協定を締結

します。  

なお，協定書の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が

生じた場合，市と指定管理者との間で協議するものとします。  

 

15 実績の評価 

⑴ 事業報告書の提出  

  指定管理者は，月次報告書，年度事業報告書及び市が必要とする  

 書類を提出することとします。詳細は仕様書のとおりです。  

⑵ セルフモニタリングの実施  

市のモニタリング基準に基づき，指定管理者はセルフモニタリング

（管理運営業務の自己評価）を実施し，市は，その結果を基に検証を行

います。  

 ⑶ モニタリングへの協力  

市は指定管理者の行う管理運営業務に関し，仕様書に定めるとおり実

施されているか確認します。  

また，必要に応じて，施設，物品，各種帳簿及び管理等についての実

地調査を行うことができ，指定管理者は，合理的な理由なく拒否でき
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ないものとします。  

 ⑷ 管理運営業務評価の実施  

   市は評価基準を基に評価を行います。  

 ⑸ 評価結果の公表  

モニタリング結果は，八千代市のホームページ等で公表するものとし

ます。詳細は仕様書のとおりです。  

 ⑹ 評価結果の活用  

   指定管理者は，市によるモニタリングの結果，改善等の指示が出され

た場合は，その趣旨に沿って対応してください。  

 

16 留意事項 

⑴ 業務開始の準備  

   指定管理者は，指定の期間開始の前日までに，業務の実施に当たり必

要な準備を行うこととします。  

  なお，準備に要する費用は，すべて指定管理者として指定された法人

等の負担とします。  

⑵ 第三者委託の禁止  

指定管理者は，業務の全部を第三者に委託し，又は請け負わせること

はできないものとします。ただし，あらかじめ市の承認を得た場合は，

業務の一部を委託できるものとします。  

⑶ 事業継続困難時の措置  

①  指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となっ

た場合は，市は指定管理者の指定を取消す等の措置をとります。こ

の場合，市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。  

また，次期指定管理者が円滑に管理運営業務を実施できるよう引継

ぎを行うものとし，引継ぎに要する費用は全て指定管理者の負担とし

ます。  

②  災害その他の不可抗力等，市及び指定管理者の責めに帰すことの

できない事由により業務の継続が困難となった場合は，業務の継続
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の可否について協議するものとします。  

⑷ 暴力団の排除  

 別紙４「指定管理者制度における暴力団排除に関する合意書」に基づ

き，指定管理者の指定を受けようとする法人等又は当該法人等の役員等

が，同合意書第１条第１項各号のいずれかに該当するか否かについて，

八千代警察署に照会します。  

また，照会に際し，八千代警察署に個人情報を提供することに同意す

るものとします。  

なお，指定管理者又はその役員等が，同合意書第１条第１項各号のい

ずれかに該当することが判明した場合は，指定の取消しその他必要な措

置を講じます。  

⑸ 備品等の所有権の帰属  

指定管理料で購入した備品等の所有権の帰属は，仕様書に定めるもの

とします。  

 ⑹ 指定管理者の名称等変更  

   団体の名称及び法人格等に変更が生じる場合には，速やかに市に報告す

ることとします。  

⑺ 保険の加入  

   指定管理者は，指定の期間中，自らの過失等により有料公園施設及び

総合グラウンドに損害を与えた場合に備え，自らの負担で保険に加入す

るものとします。  

 ⑻ 災害応急活動  

   指定管理者は，災害時等における施設利用の協力に関する協定を市と

締結するとともに，災害時において市が「八千代市地域防災計画」に基

づき行う災害応急活動に協力するものとします。  

 ⑼ 機器等の借上げ  

   指定管理者は，以下の事務機器等の設置を行うものとします。  

  ①  事務に使用するパソコン，プリンター，シュレッダー等の事務機器  

  ②  施設予約システム導入に伴うパソコン等の設備  
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⑽ 行政財産使用料の納付  

 自主事業により自動販売機等を設置した場合は，設置場所の面積に応じ

た八千代市行政財産使用料条例に基づく使用料を納付していただきます。  

 なお，自動販売機等設置に係る電気料金について，別途，市に納付して

いただきます。  

  ※ 指定管理料には含まれません。  

⑾ 有料公園施設及び総合グラウンド使用料収納事務委託  

 利用者が負担した各施設の使用料について，指定管理者は市との間に有

料公園施設及び総合グラウンド使用料収納事務委託契約（案）を締結する

ものとします。  

   なお，収納事務に係る委託料は，指定管理料に含むものとします。  

 ⑿ 環境への配慮  

   指定管理者は，有料公園施設及び総合グラウンドの環境を安全，快適

かつ衛生的に保ち，利用者の健康被害等の未然防止に努めることとしま

す。  

   また，環境負荷を抑制し，環境汚染等の発生防止，省資源，省エネル

ギーに努めることとします。  

⒀ 光熱水費の取扱い  

 指定管理者は，利用者の利便性の向上を図りつつ，光熱水費等の節減に

努めることとします。なお，光熱水費は仕様書のとおりとし，新たに発生

した公共料金等の支払いについては，別途協議を行うこととします。  

⒁ ネーミングライツ（施設命名権）の公募及び提案対象施設  

 市は，施設の運営・維持管理に充てる新たな財源の確保，知名度の向上

及び利用者の増加等に資するため，市が所有する施設に対しネーミングラ

イツの導入を図っております。なお，有料公園施設及び総合グラウンドは，

ネーミングライツの公募及び民間事業者等からの提案対象施設となってお

りますので，ご留意ください。  

 ⒂ 施設修繕 

 市は，利用者が安心・安全な施設利用を行うため，修繕（休館を伴う大
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規模修繕を含む。）を行う可能性があります。なお，修繕を行う場合は，事

前に協議等を行うこととします。  

 ⒃ 睦スポーツ広場・上高野多目的グラウンドの管理運営業務の受託  

市は，市民のスポーツ及び相互交流の場を提供し，市民の心身の健全

な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため，八千代市スポー

ツ広場の設置及び管理に関する条例及び八千代市上高野多目的グラウ

ンド開放要領により，睦スポーツ広場，八千代市上高野多目的グラウン

ドをそれぞれ設置しています。  

有料公園施設と一体管理を行うことで，利用者の利便性の維持等が図

れることから，別途市と指定管理者との間に，「睦スポーツ広場・上高

野多目的グラウンド管理業務委託」契約を結ぶ予定であり，この委託契

約に基づいて当該施設の管理を行うものとします。  

 なお，詳細については，別紙７「睦スポーツ広場・上高野多目的グラ

ウンド管理業務委託仕様書」を参照してください。  

⒄ 八千代市スポーツ協会事務室の設置  

   市は，市民体育館第１技術員室を八千代市スポーツ協会の事務室とし

て，行政財産使用許可を行っています。  

   今後も市が行政財産の使用許可を行う場合，指定管理者は当該許可を

受けた者の施設出入り等について配慮してください。なお，使用を許可

した場合は，この部屋の清掃業務は不要となります。  

 

17 添付資料  

⑴  別紙１  八千代市有料公園施設及び八千代市総合グラウンド管理区

域図  

⑵  別紙２  八千代市有料公園施設及び八千代市総合グラウンド管理運

営仕様書  

⑶  別紙３  八千代市有料公園施設及び八千代市総合グラウンドリスク

分担表  

⑷ 別紙４  指定管理者制度における暴力団排除に関する合意書  
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⑸  別紙５  八千代市有料公園施設及び八千代市総合グラウンド指定管

理者審査基準  

⑹ 別紙６ 共同企業体審査基準  

⑺ 別紙７ 睦スポーツ広場・上高野多目的グラウンド管理業務委託仕様

書  

⑻ 申請書類の提出に当たっての留意事項  

⑼ 八千代市有料公園施設指定管理者指定申請書（八千代市都市公園条例

施行規則）  

⑽ 八千代市総合グラウンド指定管理者指定申請書（八千代市総合グラウ

ンドの設置及び管理に関する条例施行規則）  

⑾ 様式１ 現地説明会参加申込書  

⑿ 様式２ 質問書  

⒀ 様式３   八千代市有料公園施設及び八千代市総合グラウンド指定  

管理者指定申請書添付書類一覧  

⒁ 様式４ 誓約書  

⒂ 様式５ 個人情報外部提供同意書  

⒃ 様式６ 団体概要書  

⒄ 様式７ 事業計画書  

⒅ 様式８ 収支予算書  

⒆ 様式９ 共同企業体届出書  

⒇ 様式９関係書類  共同企業体協定書（例）  

( 2 1 )   様式１０ 辞退届  

 

18 問い合わせ先 

千葉県八千代市大和田１３８‐２（八千代市教育委員会庁舎１階）  

八千代市教育委員会  文化・スポーツ課  

電話番号：０４７‐４８１‐０３０５  

メールアドレス： supotu1@city.yachiyo.chiba.jp 

受付日時：開庁日の午前９時から午後５時まで  


